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四国地方整備局 

土佐国道事務所       

「公共工事の更なる品質向上を目指して」 

平成２０年度 第３回 

四国地方整備局総合評価地域小委員会（高知県）の開催結果について 

 平成２０年度第３回四国地方整備局総合評価地域小委員会（高知県）を平成２０年１０月

１４日に開催し、平成２０年度（平成２０年度版実施方針に基づいた案件）の工事１２５件

及び平成２０年度（プロポーザル方式・総合評価方式の案件）の業務６７件（いずれも高知

県内の分任官契約案件）について評価項目の内容等を提示し、その中より代表案件４件（工

事３件、業務１件）について具体内容説明を行い、ご意見をお伺いしました。 

四国地方整備局総合評価地域小委員会（高知県）でいただいたご意見については、今後の

総合評価方式の評価方法等についての参考とさせていただきます。 

 

<総合評価委員会とは> 

 四国地方整備局総合評価委員会は、総合評価方式により工事・業務の発注を行うにあたり

、技術提案の審査又は評価が中立かつ公正に行われるように、学識経験者より意見聴取する

ために設置したもので、地域小委員会(高知県)では高知県内の事務所発注案件について、複

数の工事・業務に共通する評価方法及び個別の評価方法や落札者の決定方法に関することに

ついて意見聴取するものです。 

 

 平成２０年度 第３回 四国地方整備局総合評価地域小委員会（高知県）の概要

１．日時：平成２０年１０月１４日（火） 13:30～15:30 

２．場所：土佐国道事務所 会議室 

３．出席委員：藤澤
ふじさわ

 伸光
のぶみつ

 委員、 竹内
たけうち

 光生
て る お

 委員 

４．議事次第・・・別紙－１のとおり 

５．議事概要・・・別紙－２のとおり 

（お問い合わせ先） 

四国地方整備局土佐国道事務所 

工事品質管理官 金岡
かなおか

 嘉彦
よ し ひ こ

 

電話（代表）088-884-0359 （内線）302 

 
 

 

 

 

 

 



別紙－１

日時：平成２０年１０月１４日 13:30～15:30

場所：土佐国道事務所 １階会議室

高知市江陽町２－２

平成２０年度

第３回 四国地方整備局総合評価地域小委員会（高知県）

議 事 次 第

１．開 会
１）出席委員の紹介

２）挨拶 中村河川国道事務所長

２．報告事項
１）総合評価方式による契約結果等

３．審議事項
１）平成２０年度の適用工事・業務について

２）具体事例について

・須崎港湾口地区防波堤工事（その(2)） [高知港湾・空港整備事務所]

・平成20年度 手結山第１トンネル舗装工事 [土佐国道事務所]

・平成20年度 仁淀川堤防護岸外工事 [高知河川国道事務所]

・平成20年度 自然再生事業モニタリング調査業務委託 [中村河川国道事務所]

４．閉 会



別紙－２

平成２０年度（第３回）
四国地方整備局総合評価地域小委員会（高知県）開催結果概要

13:30 15:30日時：平成２０年１０月１４日 ～
場所：土佐国道事務所 １階会議室

出席委員 藤澤 伸光 委員、 竹内 光生 委員

Ⅰ 報告事項
１）総合評価方式による契約結果等

Ⅱ 意見聴取の概要

継続：前回提示した案件

新規：今回新たに提示した案件

　　平成２０年度版の実施方針に基づいた対象案件総括表（分任官契約）

Ｈ２０．　９．３０　現在

開札済み 手続き中 準備中 合計

継続 ０件 ０件 ０件 ０件

高度型 新規 ０件 ０件 ０件 ０件

合　　計 ０件 ０件 ０件 ０件

継続 ０件 ０件 ０件 ０件

標準型 新規 ０件 ０件 ０件 ０件

合　　計 ０件 ０件 ０件 ０件

継続 ７５件 １２件 １６件 １０３件

簡易型 新規 ５件 ８件 ９件 ２２件

合　　計 ８０件 ２０件 ２５件 １２５件

総　　合　　計 ８０件 ２０件 ２５件 １２５件

　　コンサルタント業務のプロポーザル方式・総合評価方式の対象案件総括表

Ｈ２０．　９．３０　現在

開札・見積済 手続き中 準備中 合計

継続 ５２件 １件 ０件 ５３件

プロポーザル
方式

新規 １件 ９件 ０件 １０件

合　　計 ５３件 １０件 ０件 ６３件

継続 ３件 ０件 ０件 ３件

総合評価方式 新規 ０件 １件 ０件 １件

合　　計 ３件 １件 ０件 ４件

総　　合　　計 ５６件 １１件 ０件 ６７件



平成２０年度（平成２０年度版実施方針に基づいた案件）の工事１２５件、
及び平成２０年度 プロポーザル方式・総合評価方式の案件 の業務６７件 い（ ） （
ずれも高知県内の分任官契約案件）について評価項目の内容等を提示説明。

その内、代表的な４件の具体事例（工事３件、業務１件）について、複数の
工事・業務に共通する評価方法、個別工事・業務の評価方法、及び落札者の決
定方法に関し、委員の方々より意見を聴取。

Ⅲ 主な意見の概要

・共通仕様書等に規定されていない内容について技術提案を求める場合は、発注者が
想定している標準的な技術や工法などを明示することが、技術的評価の妥当性を検
証する上で望ましい。

・技術提案の評価方法については、港湾空港部局とそれ以外の部局において部局間に
評価の考え方に不整合がないよう、評価方式を統一させることが望ましい。

・技術提案として提案された内容について、実際の現場で実施された際に、その効果
を検証し、その結果を踏まえて以後の技術提案の評価に反映・活用させていくこと
が重要である。


